
利根町立小中学校「ラーケーション」 実施要項 

   

利根町教育委員会 

    

１ 「ラーケーション」とは  

児童生徒及びその保護者が体験活動等（学校以外での学び）を企画し、平日（学校

登校日）に児童生徒の豊かな学びの機会を確保する目的で設定する日。  

 

２ 内 容  

年５日以内に限り、保護者の申請によって、児童生徒が登校しなくても欠席となら

ない日を設定することができる。  

 

３ 申請方法 

・保護者は原則１週間前までに、ラーケーションカード(別紙)に活動内容を記入し、

学校（担任の先生）に提出する。 

・学校は活動内容を確認し、ラーケーションカードの「学校チェック欄」に押印し、 

コピーを保護者に返却する。 

※家庭の都合により、急な申請が必要な場合、保護者は速やかに学校に相談する。 

（事後承認は不可） 

 

４ その他  

 ・学校行事のある日や定期テスト実施日は、学校への登校を優先する。 

・出席簿、指導要録、調査書における出欠席の取り扱いについては「出席停止・忌引

等」とし、欠席扱いにはしない。 

・ラーケーション取得日の学びの保障については、児童生徒一人一人の学習状況に応

じて、欠席や出席停止・忌引等で登校しなかった場合と同様に対応する。 

 

 
【ラーケーション取得の例（茨城県教育委員会作成パンフレットより】 


